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熊本県における貸金行政の概要等について

１ 登録貸金業者の状況

近年は減少傾向にあった。昨年度は、いわゆるヤミ金融対策法の施行もあり、

大きく減少した。→資料１ 表①のとおり。

貸金業務取扱主任者の選任、登録手数料の引上げなどの登録要件が強化された

、 。ことにより 貸付実績の少ない貸金業者が廃業したことが大きな理由と思われる

２ 指導監督の状況

( ) 研修会等の開催1
法律の改正等があった場合、随時に研修会等を開催し、改正内容等の周知を

図っている。

また、新規・更新登録者に対する研修会を開催し、業務上の諸注意事項、登

録後の変更手続等について説明を行っている。

( ) 立入検査2
２～３年に１回の定期又は苦情が寄せられた場合に随時に貸金業者に対し立

入検査を行っている。検査の結果、違反内容が悪質であったり、指導に従わず

業務が改善されない場合は行政処分を行う。

平成１６年度は、定期、随時の検査を合わせて２１１業者を訪問し、その

内１７２業者につき検査を実施した。

( ) 苦情対応3
警察ＯＢ１名を嘱託として配置し、電話相談等による苦情に対応している。

苦情・相談受付件数については、資料１ 表②、③、④のとおり。

( ) 登録申請の際の指導4
登録申請者の中で苦情の多い業者及び日賦貸金業者については、( )の新規1

・更新登録後の研修会に加え、登録の前に機会を設け業務上の諸注意事項等に

ついて指導を行っている。

( ) 「業務上の注意事項」の作成、配布5
「業務上の注意事項」を配布するとともに、講習会、立入検査時等に活用。

( ) 行政処分（平成１６年度）6
登録取消 １９件

業務の停止 ３件
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３ 現在の問題点

貸金業者に対する立入検査、苦情申立者等からの聴取調査の結果、本県におい

ては次の問題点が明らかになった。

( ) 日賦貸金業者の特例について1
出資法に定められた日賦貸金業者の業務の方法で、貸金業者が貸付期間の

以上の日数にわたり自ら集金に出向かなければならないという集金要件50/100
については、交通手段及び銀行振込等による返済手段が発達した今日の状況か

ら資金需要者にとって必要のないものとなっている。逆に、この要件があるこ

とにより一般の貸金業者より高い金利で貸付けができるとの理由で日賦貸金業

者としての登録が行われている実態もある。

返済期間の要件については、貸付残高を維持したいという貸金業者の事情

と借り入れたいという債務者側の事情から貸付期間はほとんど１ヶ月前後とな

っており、事実上、この要件は守られていない状況にある。

また、貸付の相手方に関する要件については、貸金業者の与信審査時の職

業確認が不十分な例が多く、また、資金需要者においても借り入れたいという

理由から職業を偽った申告をしている例も多い。

このように、日賦貸金業者が業務の方法を守ることにより一般の貸金業者よ

り高い金利で貸付けることを認めている日賦貸金業者の特例は、交通、返済手

段等が発達した今日においては資金需要者の利益に合致していないと思われる

ことから検討が必要。

( ) 保証業者対策について2
金銭の貸付けに際して、資金需要者と保証業者との間で保証契約を締結する

例が見られるが、貸付金の借換えや借増し毎に新たな保証契約を締結し保証料

を納めなければならない反面、保証業者による代位弁済が適切に行われている

か懸念される状況が見られるなど、保証業者のあり方や保証業者に支払った保

証料が出資法に規定する高金利に当たるのではないかとの問題がある。

保証業者については、法律上の規定がなく権限も及ばないことから、関与が

できないのが実態。保証業者の業務内容について貸金業の登録権者に一定の報

告を義務づけるなど、保証業の法的な位置づけを明確にし、規制の対象とする

ことが必要。

( ) 過剰貸付等について3
苦情相談者の債務状況を見ると、およそ５～１０社の貸金業者から返済能力

を超えて借入れをしている場合が多い。

貸金業者に対して、貸付けに当たっては金融庁の事務ガイドラインを参考に

万円又は年収の ％以下とするよう指導しているが、県登録の貸金業者が50 10
貸し付けるときには、既に財務局登録の貸金業者からの借入れもあり、この基

準を超えることになる場合が多く、指導は守られないのが実情。
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日賦貸金業者に至っては、一般の貸金業者から借入ができなくなった資金需

。 、要者に貸し付けている現状がある 多くの場合貸付の相手方の要件は守られず

日賦貸金業者はリスクの高い資金需要者を相手にする貸金業者としての役割を

負う。

その結果、貸金業者としては、保証人や保証業者による保証をつけさせざる

を得ない状況にある。

また、返済期間を短くし、頻繁に借換えの貸付契約を締結し、その度に保証

料を納めさせるなど、計画的に貸付債権の保全を図っている貸金業者もいる。

以上のような状況があることから、貸金業者の与信審査の厳格化に対する

、 。指導強化が必要であるとともに 資金需要者等に対する教育も重要と思われる

( ) 行政処分について4
貸金業者に対し業務の停止を命ずる場合、行政手続法に基づき弁明の機会

を付与するが、その通知後すぐに廃業の届出をしたり、聴取・調査の段階で廃

業をする貸金業者がいる。

自主的な廃業ということで処分と同様の効果はあると思われるが、このよ

うな貸金業者は、廃業後、別の名義で登録を申請してくる場合があり、結果と

して処分の効果が無くなってしまうことになる。

一方、登録の取消の場合は、処分のための意見陳述の機会を与える聴聞の通

知があった日以降に廃業の届出をした場合には、その後５年間は登録ができな

いこととなっている。

業務の停止と登録の取消では処分の重さが違うことからこのような取扱いと

なっていると思われるが、業務の停止の処分についても処分逃れを許さない取

扱いが必要。

４ 今後の方針等

貸金業者に対する立入検査、聴取調査等を行う中で、上記３で述べた資金需要

者の利益の保護にとって障害となるような問題があることがわかったが、これら

の問題が改善されることにより、資金需要者は不要な経済的負担を負うことが少

なくなるとともに苦情件数も減ってくるものと思われる。

さらに、研修会、立入検査等による指導監督を今後も充実していくことにより

貸金業者の業務の適正化を図り、消費生活担当部局に対する情報提供など消費者

対策の支援にも積極的に取り組んでいく。
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資 料 １

表① 知事登録貸金業者の状況

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７年度

)種別 (６月末

法 人 ２３３ ２０５ １９４ １７７ １４６ １４５

個 人 ３５３ ３１９ ３０９ ２９１ １８４ １７８

計 ５８６ ５２４ ５０３ ４６８ ３３０ ３２３

うち日賦 ８８ ７５ ７４ ６４ ５０ ５２

表② 苦情・相談受付件数

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６受付機関 年度

経営金融課 ２９３ ２４６ ４２９ ６３４ ４３８

１，５９０ ２，１４１ ３，２４６ ４，８０８ ２，７５５県消費生活センター

表③ Ｈ１６年度経営金融課苦情・相談受付件数の内訳

苦 情 処 理 総 括 その他

国登録 県登録 無登録 相 談 計うち日賦関係

法 取立行為 １５ １１８ ０ １３３94
令 契約内容 １ ８ ０ ９6
違 金 利 ０ ５ １ ６1
反 そ の 他 ７ ３７ ０ ４４23
債 務 整 理 ３５ ３７ ９ ８１25

１０ ４０ ８ ５８法 令 等 違 反 以 外 15
無登録 疑い １０６ １ １０７の

計 ６８ ２４５ １０６ １９ ４３８164

表④ 九州各県における日賦貸金業者に対する苦情・相談の状況（Ｈ１５年度）

県 名 日賦貸金業者数 全業者に対する割合(％) 苦情件数

福岡県 ９６ ６．７ ３８

佐賀県 ６ ５．５ ３

長崎県 ５６ １８．４ ４５

大分県 ３４ １５．７ ７

宮崎県 ４１ ２０．２ ２７

鹿児島県 １３ ５．５ ０

沖縄県 ３７２ ４５．５ ２９０

熊本県 ６４ １３．８ １７６
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資 料 ２

一斉行政処分の申立の対象となった日賦貸金業者の状況等

１ 申立概要

申 立 者 苦情申立者７０名及び熊本県弁護士会消費者問題対策

委員会等

申 立 日 平成１６年８月４日

対象日賦貸金業者 ３６社（うち６社は既に廃業、１社は月掛け業者）

苦 情 総 数 ２１３件

２ 苦情の概要

件 数 苦情延件数に占める割合(％)

苦 情 総 数 ２１３

①契約書面不交付 ３８ ６．９

②受取証書不交付 ６１ １１．１

③取立行為の違反 １００ １８．３

④日賦３要件違反

貸付の相手方 １５５ ２８．３

返済期間 ５７ １０．４

集金方法 １３７ ２５．０

苦 情 延 件 数 ５４８ １００

※苦情の内容

①契約書面不交付‥‥貸金業規制法（以下 「法 ）第１７条に規定する貸付、 」。

証書、保証契約書等の不交付

②受取証書不交付‥‥法第１８条に規定する受取証書の不交付

③取立行為の違反‥‥法第２１条第１項に規定する取立行為の規制違反

④日賦３要件違反‥‥出資法附則第９項に規定する業務の方法を守らない営業

※取立行為の違反の苦情例

・暴力的な態度、乱暴な言葉等による威迫

・午後９時から午前８時までの時間帯における電話、訪問

・勤務先への電話、訪問

・弁護士等からの通知を受けた後の支払請求

・支払義務のない者への支払請求

・車による連れ回し（連帯保証人探し）
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３ 日賦３要件の遵守状況

立入検査における苦情申立者に関する調査及びその他債務者のサンプル調査の

結果、以下の事項が認められた。

( ) 貸付の相手方の要件1
・ 調査を終えることができた貸金業者の９割について違反あり。

・ 職業の確認については、資金需要者の自己申告を信用していると弁明する

など、貸金業者による職業確認が不十分な例多し。

・ 従業者数についても自己申告を信用した取扱いを行っている。

( ) 返済期間の要件2
・ 貸付契約書には１００日以上の貸付期間が記載されているが、ほとんど１

ヶ月前後の期間で借換えが行われている。これには債務者の都合もあると思

われる。

・ 貸付契約後２０日から１ヶ月を過ぎると貸金業者側から借換えを勧める例

あり。

( ) 集金方法の要件3
・ 調査を終えることができた貸金業者の６割について違反あり。

・ 貸金業者は、集金をしないのは債務者の都合によるものと弁明する。

・ 集金以外の弁済の方法としては、持参、貸金業者が管理する銀行預金口座

への振込み、電信為替による返済の事例が多い。

・ 集金の場合でも、数日、１週間又は２週間に１回等の間隔で集金を行って

いる場合がある。



　　　　　　　　　　　　　資　料　３

     平成１６年　　自己破産申立件数

自己破産 人口（推計） 人口比 前年

申立件数 （Ｈ１６．１０．１） （１０万人当たり） 順位

1 高知県 2,162 803,000 269.2                       4

2 福岡県 12,785 5,058,000 252.8                       3

3 大分県 2,998 1,215,000 246.7                       1

4 鹿児島県 4,325 1,769,000 244.5                       10

5 長崎県 3,653 1,495,000 244.3                       5

6 佐賀県 2,120 870,000 243.7                       7

7 宮崎県 2,806 1,162,000 241.5                       2

8 大阪府 20,216 8,814,000 229.4                       12

9 北海道 12,513 5,644,000 221.7                       8

10 熊本県 4,080 1,852,000 220.3                       6

11 青森県 3,115 1,452,000 214.5                       
12 山口県 3,206 1,504,000 213.2                       
13 東京都 24,739 12,378,000 199.9                       
14 広島県 5,632 2,878,000 195.7                       
15 鳥取県 1,168 609,000 191.8                       
16 宮城県 4,292 2,371,000 181.0                       
17 岡山県 3,405 1,952,000 174.4                       
18 京都府 4,519 2,638,000 171.3                       
19 兵庫県 9,553 5,587,000 171.0                       
20 秋田県 1,930 1,159,000 166.5                       
21 和歌山県 1,680 1,050,000 160.0                       
22 岩手県 2,213 1,395,000 158.6                       
23 愛媛県 2,323 1,477,000 157.3                       
24 沖縄県 2,033 1,359,000 149.6                       24

25 奈良県 2,101 1,431,000 146.8                       
26 徳島県 1,144 813,000 140.7                       
27 福島県 2,963 2,106,000 140.7                       
28 香川県 1,399 1,018,000 137.4                       
29 島根県 1,018 749,000 135.9                       
30 新潟県 3,322 2,452,000 135.5                       
31 千葉県 8,038 6,039,000 133.1                       
32 愛知県 9,077 7,192,000 126.2                       
33 栃木県 2,534 2,013,000 125.9                       
34 群馬県 2,535 2,033,000 124.7                       
35 石川県 1,467 1,179,000 124.4                       
36 山形県 1,495 1,223,000 122.2                       
37 静岡県 4,561 3,795,000 120.2                       
38 神奈川県 10,481 8,732,000 120.0                       
39 岐阜県 2,461 2,110,000 116.6                       
40 埼玉県 8,054 7,047,000 114.3                       
41 三重県 2,062 1,864,000 110.6                       
42 福井県 862 825,000 104.5                       
43 山梨県 925 886,000 104.4                       
44 長野県 2,307 2,211,000 104.3                       
45 滋賀県 1,390 1,372,000 101.3                       
46 茨城県 2,827 2,989,000 94.6                         
47 富山県 913 1,117,000 81.7                         

合　　計 211,402 127,687,000 165.6                       
　　（自己破産申立件数は、最高裁判所集計）

都道府県名順位
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